
<別紙>
防火認定申請サイト　リニューアルに伴う変更点について

平素より各種認定書申請サイトをご利用いただき誠にありがとうございます。

この度社内のコンプライアンス強化の観点や管理体制の強化、またご利用いただいている各お客様の利便性向上を目

的とし、申請サイトのリニューアルを実施する運びとなりました。

つきましてはリニューアルに伴いユーザーの登録内容や登録方法、申請書類の申請方法等が変更となりますので、下記

の変更点についてご確認の上、登録の切り替えを行っていただきますようお願いいたします。
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１－１．　旧申請サイトについて

旧各種認定書申請サイトは2026年6月末をもって閉鎖予定です。

お手数をおかけして恐れ入りますが、それまでに新サイトへの登録の切り替え手続きをお願いいたします。

旧申請サイト（https://www.visualmarking.com/cert/）

2026年6月30日（火） 閉鎖予定

リンテックサインシステム株式会社　事業管理部　事業企画課

〒153-0061　東京都目黒区中目黒2-1-27

TEL：03-5721-4916　FAX：03-5721-4924　

リンテック株式会社　産業工材事業部門　建装工材営業部　第１グループ

〒112-0002　東京都文京区小石川1-1-1　文京ガーデンゲートタワー

TEL：03-3868-7733　FAX：03-3868-7755

＜本件に関するお問い合わせ先＞

※掲載画像は一部開発中の画面が含まれます。実際の仕様とは異なる場合がありますので、ご了承ください。



１．新申請サイト概要

１－２．　新申請サイトの概要と主な変更点について

新申請サイトの概要は以下の通りです。

新申請サイトＵＲＬ：

開設予定日 ： 2026年3月31日（火）

https://www.sign-japan.com/non_flammable/cert/login

登録に関する主な変更点

①新申請サイトでのユーザー登録はリンテック、もしくはリンテックサインシステム（以下：当グループといいます）

　の承認制となります。

②ユーザーIDとは別に会社IDが発行されます。

③会社IDは、ユーザー様の所属する企業様で、はじめてユーザー登録をされる際に発行されます。

　以後、同じ所属企業様の別のユーザー様がユーザーIDを登録される際に、その会社IDに紐づけてユーザーIDを

　登録させていただきます。

会社ID　→　LSS0000の連番

ユーザーID　→　ご登録のメールアドレス

ユーザーパス　→　任意のパスワード



④インクジェットプリンターをお持ちの企業様で、インクジェットプリンターを使用した製品の各種認定書類の発

　行を希望されるユーザー様は、設置拠点毎に設備登録（プリンター、加工機等）や同意書、また発行を希望する書

　類によっては、ホルムアルデヒド濃度測定値の登録が必要となります。

　また同意書は従来の書式から変更となっておりますので、従来の書式でご提出いただいているユーザー様は、

　可能な限りお早めに新書式でのご提出をお願いいたします。

⑤F☆☆☆☆大臣認定書（写し）の発行を希望される場合は、④の設置拠点情報の登録に加え、各ユーザー様毎に

　当グループ指定の運用講習の受講が必要となります。

⑥登録情報を変更する場合、変更情報について当グループが承認するまで、一部書類の申請ができなくなります。

　変更を行う場合は事前に当グループ担当営業にご連絡いただくことを強くおすすめします。

⑦設置拠点毎のホルムアルデヒド濃度測定値、および各個人の運用講習受講歴には有効期限が設けられます。

　有効期限は３年となりますので、３年毎にホルムアルデヒド濃度測定値の更新と、運用講習の再受講をお願い　

　いたします。

１．新申請サイト概要

１－２．　新申請サイトの概要と主な変更点について

登録に関する主な変更点



１．新申請サイト概要

１－２．　新申請サイトの概要と主な変更点について

申請に関する主な変更点

①申請には製品の購入店情報が必要です。

　個人ID登録時の購入店情報を選択いただくか、もしくは直接入力が可能です。

②インクジェット製品以外の一般製品（タックペイントやハルカラー等）の申請時、使用する品番を入力する必要

　があります。ご入力いただいた品番によっては適合する認定がない場合がありますので、ご購入前にご確認を　

　お願いいたします。

③インクジェット製品（プリンテリア、グラフィカルＦＲ等）の申請時、設置拠点に登録されたプリンターや加工機

　でのみ申請が可能となります。

④申請時、製品を製作したプリンター設置拠点の選択ができます。また追加することもできます。

　これは例えば、東京と大阪の２拠点で製作した場合等に使用することができます。

　ただし、もう一方の拠点登録情報に不備があった場合、一部書類の申請ができなくなる可能性がありますので、

　ご注意ください。



⑤過去に使用した製作指示書No.は使用できません。アラートが出ますので、改めてご入力をお願いいたします。

⑥当グループの運用ルールでは防火壁装管理ラベル枚数は基本的に、１施工面につき１枚まで発行が可能です。

　合計施工面数よりもラベル枚数が多い場合、理由欄にその理由についてご記入ください。

⑦過去申請いただいた物件と同じような物件の場合、アラートが出るようになりましたので、必要に応じ、備考欄

　に追加申請の理由についてご記入をお願いいたします。

⑧ユーザー様の登録住所とは別に３件まで書類の送付先情報を登録することができます。

　よく使用する送付先を登録いただくと入力の手間が省けます。

⑨申請内容の修正は当社が発行するまで修正が可能です。

　発行後に修正が必要な場合、申請履歴から「再申請」ボタンをクリックし、理由を記入することで、修正申請が　

　可能となります。

　※修正申請の事例　→　発行後に書類が必要となった、ラベル枚数が間違っていた、紛失等

　ただし再発行後は当グループ発行管理番号が変わりますので書類の差し替え等のご対応をお願いいたします。

⑩プリンター登録のないユーザー様はインクジェット製品の申請ができませんので予めご了承ください。

　※代理申請も不可となります。

１．新申請サイト概要

１－２．　新申請サイトの概要と主な変更点について



１．新申請サイト概要

１－２．　新申請サイトの概要と主な変更点について

発行書類に関する主な変更点

①以前は発行書類を紙で送付しておりましたが、新サイトでは発行書類をマイページからダウンロードいただく形

　式に変更となります。

　そのため当グループ発行後、すぐに書類データをダウンロードすることが可能ですが、ダウンロード回数は合計

　３回までとなりますので、ご注意ください。

　なお防火施工管理ラベルは従来通り当グループからの発送となります。

＜発行書類＞

①防火壁装材料証明書

②防火大臣認定書（写し）

③F☆☆☆☆大臣認定書（写し）

④申請情報（旧裏面転記情報）

ダウンロード形式に変更

⑤防火施工管理ラベル 従来通り

※紙の原本は発行いたしません



１．新申請サイト概要

１－３．　登録情報の図解と登録情報別の発行可能な書類

登録情報イメージ

会社ID 会社登録情報

基本登録住所

設置拠点1の情報 拠点住所

プリンター・インク設置情報

加工機類設置情報

ホルムアルデヒド測定数値

同意書（新書式・拠点毎に登録が必要）

※機種やインク名が分かる
　写真等のアップが必要です。

※スリッター、プロッター、板貼り機等

※住所や同意者の変更時、
　再アップが必要です。

※プリンター設置場、加工場、出荷場等
※有効期限３年

あれば設置拠点２の情報

個人ID1（申請担当者）

基本情報

販売店情報

運用講習受講情報

申請履歴

会社IDが基本として存在し、そこにプリンター等の設置拠点情報や、申請担当者の個人IDが紐づくイメージです

Point 01

インクジェットプリント製品の認定書類の発行申請には

青　　　　　　の項目に加え、ピンク　　　　　　の項目の登録が必要です。

Point 02

※いつ誰が実施したかを入力
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１－３．　登録情報の図解と登録情報別の発行可能な書類

登録情報別の発行可能な書類

①インクジェット製品以外の一般製品（タックペイント、エコパレットハルカラー等）の場合

防火壁装材料証明書

防火認定書（写）

防火施工管理ラベル

F☆☆☆☆認定書（写）

必要書類
会社情報や担当者情報等

の基本情報
プリンター＆インク、
加工機情報の登録

拠点毎のホルム測定数値拠点毎の同意書提出

必要 不要 不要不要

必要 不要 不要不要

運用講習の受講

申請担当者情報発行に必要な会社登録情報

不要

不要

不要

不要必要 不要 不要不要

必要 不要 不要不要

②インクジェット製品（プリンテリア、グラフィカルFR等）の場合

防火壁装材料証明書

防火認定書（写）

防火施工管理ラベル

F☆☆☆☆認定書（写）

不要

必要

必要

不要

不要

不要

運用講習の受講

必要 必要 不要

必要 必要 必要 必要

必要 必要 必要 不要

必要 必要 必要

必要書類

発行に必要な登録情報 申請担当者情報

会社情報や担当者情報等の
基本情報

プリンター＆インク、
加工機情報の登録 拠点毎の同意書提出 拠点毎のホルム測定数値

非インクジェット製品である一般製品は、 基本情報の登録のみ で発行申請依頼が可能です

防火認定の書類が必要な場合、
以下の情報登録が必要

①会社情報、申請担当者情報
②プリンターやインク、加工機類情報
③設置拠点毎の同意書

F☆☆☆☆認定の書類が必要な場合は、
左記の情報に加え下記の情報登録が必要

④拠点毎のホルムアルデヒド測定数値
⑤申請担当者毎に、当グループ指定の
　運用講習を受講しているかどうか
　※申請には受講が必須です


